
原子力発電所の新規制基準適合性に係る審査会合 

第９７４回 （非公開会合）議事概要 
 

１．日 時  令和３年５月２４日（月） １０：３０～１１：５０ 

 

２．場 所  原子力規制委員会 原子力規制庁内（ＴＶ会議システムを利用） 

 

３．出席者 

原子力規制委員会 石渡委員 

原子力規制庁   市村原子力規制部長、大浅田安全規制管理官（地震・津波審査

担当）、小山田安全規制調整官 他２名 

日本原子力発電（株） 石坂常務取締役、北川常務執行役員、堀江執行役員 

他４名（ＴＶ会議システムによる出席） 

 

４．議 題 

（１）日本原子力発電（株）東海第二発電所の特定重大事故等対処施設に係る基礎地盤及

び周辺斜面の安定性評価について 

（２）その他 

 

５．配付資料 

資料１－１ 東海第二発電所 特定重大事故等対処施設（一の施設）の 

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について    （非公開） 

資料１－２ 東海第二発電所 特定重大事故等対処施設（一の施設）の 

基礎地盤及び周辺斜面の安定性評価について（補足説明資料） 

（非公開） 

 

６．議事概要 

 

（１）日本原子力発電（株）から、令和元年９月２４日に申請のあった東海第二発電所の

設置変更許可申請（特定重大事故等対処施設）のうち、基礎地盤及び周辺斜面の安

定性評価に関する説明があった。 

（２）石渡委員及び原子力規制庁は、設置許可基準規則第３８条第１項（第４号）及び第

２項適合の観点から設計方針及び評価方針を確認し、資料の記載の適正化を求める

とともに、それら方針による設計の成立性を同資料に示すように求めた。また、す

べり安全率の評価では、すべり面の検索過程における結果を追加提示すること、さ

らに、支持力の評価に関する妥当性及び周辺斜面の安定性評価における代表斜面の

選定では、それらの説明性向上を図るように求めた。 

（３）日本原子力発電（株）から、本日の指摘については、その趣旨に沿って資料を修正

した上で、次回以降の審査会合において説明する旨の回答があった。 

 

以上 


